
が
自
分
達
の
会
を
愛
す
る
気
持
に
な
っ
て
、
み
ん

な
が
会
長
の
気
構
え
で
会
の
運
営
に
協
力
し
て
ほ

し
い
と
念
願
し
て
い
る
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三
周
年
を
迎
え
て

北
海
道
行
政
書
士
会
副
会
長

佐

藤

幸

之

助

な
く
、
若
し
あ
っ
た
と
し
て
も
単
な
る
ブ
ロ
ッ
ク
的
申
合
せ
会

で
あ
っ
て
、
道
に
対
し
報
酬
額
の
増
強
運
動
等
も
出
来
な
い
侭

泣
寝
入
り
の
状
態
で
あ
っ
た
℃
併
し
青
々
と
し
て
も
い
つ
ま
で

も
此
の
盤
の
状
態
で
沈
黙
を
守
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
、
全

道
的
に
同
業
者
に
何
等
か
の
方
法
に
よ
り
協
力
を
求
め
て
、
報

酬
額
の
増
強
運
動
を
展
開
す
べ
く
計
画
中
、
昭
和
三
十
五
年
五

月
二
十
日
法
律
第
八
十
六
号
を
以
っ
て
行
政
書
士
法
の
一
部
が

改
正
さ
れ
て
従
来
自
由
業
と
さ
れ
て
い
た
行
政
書
士
も
法
第
十

五
条
に
会
の
設
立
を
強
制
さ
れ
、
同
第
十
九
条
に
書
士
会
に
入

会
し
て
い
る
会
員
で
な
い
も
の
は
葉
と
し
て
書
士
業
務
を
行
う

こ
と
が
出
来
な
い
と
、
強
硬
に
制
的
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
吾
々
同
士
相
寄
り
、
早
速
会
則
を
草
案
し
、
道
並
に
各
支
庁

の
絶
大
な
る
御
指
導
と
御
協
力
の
下
に
昭
和
三
十
五
年
九
月
遂

に
北
海
道
行
政
書
士
会
を
設
立
し
た
の
で
あ
る
。

北 海 道 行 政 書 士 会 報(第10号)

本
会
も
設
立
を
し
て
惣
に
三
周
年
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。
会

員
諸
士
の
理
解
と
絶
大
な
る
御
支
援
を
戴
き
、
日
と
共
に
発
展

の
途
を
連
り
将
に
勃
道
に
乗
り
つ
つ
あ
る
こ
と
は
皆
様
と
共
に

よ
ろ
こ
び
に
絶
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

省
み
れ
ば
、
従
来
内
務
省
令
に
基
き
、
北
海
道
庁
令
に
定
め

ら
れ
た
代
書
人
取
締
規
則
に
よ
り
所
轄
警
察
署
長
が
こ
の
許
可

権
を
有
し
、
自
由
業
と
雌
も
受
託
事
件
簿
の
監
検
を
受
け
る
等

厳
重
な
警
察
官
の
取
締
り
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
終
戦

後
機
構
の
改
革
と
な
り
そ
の
名
称
も
行
政
書
士
と
し
て
関
係
事

務
の
分
掌
を
道
地
方
課
に
属
す
る
こ
と
と
な
り
、
道
に
於
い
て

は
之
を
支
庁
に
そ
の
事
務
取
扱
を
委
嘱
し
た
。
そ
し
て
昭
和
二

十
六
年
二
月
二
十
二
日
行
政
書
士
法
の
一部
改
正
と
共
に
報
酬

額
も
多
少
増
額
さ
れ
た
が
、
そ
の
額
は
他
の
物
価
に
比
し
て
問

題
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
併
し
、
当
時
は
組
織
的
強
力
な
会
も

蝉
鰐
も

く

じ

三
周
年
を
迎
え
て
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(第1嫉め

そ
し
て
、
報
酬
額
増
強
を
主
眼
と
し
て
特
別
委
員
会
を
結
成

し
、
知
事
に
対
し
強
力
な
運
動
を
以
っ
て
こ
の
増
額
改
訂
を
要

請
し
た
結
集
、
昭
和
三
十
七
年
三
月
二
日
遂
に
初
期
の
目
的
を

達
し
、
他
府
県
に
類
を
見
ざ
る
報
酬
増
額
改
訂
の
認
可
を
受
け

た
の
で
あ
る
。

残
る
は
会
員
の
職
域
擁
護
で
あ
る
。
此
の
間
題
に
つ
い
て
は

各
地
方
と
も
同
様
で
あ
る
が
、
自
治
省
よ
り
時
代
の
要
求
に
副

っ
て
民
衆
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
指
令
を
受
け
た
各
官
公
署
其
他

の
団
体
に
於
い
て
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
の
度
を
越
し
、
法
を
侵
犯

す
る
行
過
ぎ
の
サ
ー
ビ
ス
が
末
端
窓
口
に
乱
用
さ
れ
る
に
至
り

え
続
出
し
て
い
る
現
況
で
あ
る
。

昭
和
三
十
八
年
度
事
業
計
画
案

そ
こ
で
本
会
と
し
て
は
、
極
力
非
行
政
書
士
排
撃
の
た
め
、

-

昭
和
三
十
八
年
度
予
算
案

総
ゆ
る
方
法
を
以
っ
て
、
道
、
支
庁
其
他
関
係
公
署
等
に
宣
伝

…
各
議
案
共
原
案
通
り
可
決
し
た
。

ポ
ス
タ
ー
其
他
の
方
法
に
よ
り
P
R
に
万
全
を
尽
し
て
い
る
次

…

法
改
正
運
動
中
間
報
告
及
法
改
正
運
動
資
金
藤
出
金
中
間
報

第
で
あ
る
。
尚
非
行
政
書
士
行
為
を
明
確
に
報
告
さ
れ
た
分
に

一
告
が
あ
っ
た
。

対
し
て
は
、
行
政
書
士
法
違
反
容
疑
者
と
し
て
所
轄
警
察
署
長

…

岩
手
県
会
提
出

業
務
内
容
の
明
確
化
を
成
文
し
法
改
正
を

に
報
告
し
、
違
反
者
は
薮
に
取
調
べ
て
措
置
さ
れ
る
よ
う
申
入

…
望
む
等
外
提
出
議
案
も
あ
っ
た
が
帰
す
る
処
業
務
確
立
非
行
放

れ
、
現
に
K
警
察
署
長
よ
り
送
検
さ
れ
た
事
実
も
先
号
の
会
報

…
書
士
の
排
除
等
に
要
約
さ
れ
採
決
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
い
づ

で
御
承
知
の
通
り
で
あ
る
。
新
の
種
違
反
者
に
対
し
て
は
出
来

…
れ
総
会
報
告
書
が
配
布
さ
れ
る
も
の
と
思
料
す
る
の
で
内
容
を

る
だ
け
具
体
的
に
報
告
方
御
協
力
下
さ
る
よ
う
全
会
員
各
位
に

…
省
略
し
、
大
会
の
動
き
を
私
な
り
に
摘
録
す
る
と
、

一
、
連
合
会
本
部
は
弱
体
で
あ
る
。
其
の
責
任
は
会
員
全
員
に

も
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、
本
部
役
員
全
員
に
も
あ
る
事
で
あ
ろ

う
が
、
兎
角
会
長
の
単
独
行
為
の
如
き
臭
が
強
か
っ
た
。
執

行
部
と
し
て
確
立
し
た
事
務
分
掌
が
な
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
?
会
長
が
矢
表
に
立
っ
て
の
答
弁
は
著
し
い
様
十
で
あ

っ
た
。
御
苦
労
で
も
お
任
せ
出
来
る
執
行
部
で
あ
っ
て
歓
し

い
。

一
、
会
員
相
互
の
責
任
と
協
力
。
山
口
、
大
分
会
等
は
三
十
七

年
度
会
費
未
納
で
あ
り
、
関
東
ブ
ロ
ッ
ク
は
形
は
あ
る
が
発

足
し
て
い
な
い
と
言
う
。
又
総
会
で
選
出
L
た
会
長
を
任
期

間
中
の
総
会
で
不
信
任
案
の
動
議
が
飛
び
出
す
等
、
波
乱
が

あ
っ
た
事
は
遺
感
に
思
う
。
お
互
が
責
任
を
自
覚
し
、
会
の

目
的
の
た
め
に
に
精
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
で
は
な
か

っ
ん

引
い
て
は
官
公
職
員
が
非
行
政
書
士
行
為
を
敢
行
す
る
も
の
さ

…

お
願
い
中
上
げ
ま
す
。

第
三
国
定
期
総
会
を
顧
み
て

政　

　　　

道

〆

海

〆

し
し 書 士 会 報

と

き

昭
和
三
十
八
年
七
月
六
日
午
前
寸
時
よ
り

と
こ
ろ

福
島
県
磐
梯
熱
海
温
泉
金
蘭
荘

北
海
道
行
政
書
士
会
理
事

森

口

松

太

郎

理
事
会
の
決
定
に
よ
り
本
部
役
員
渡
辺
、
藤
山
両
氏
と
、
代

…
将
来
を
建
設
せ
ん
と
す
る
意
慾
に
燃
え
る
同
志
で
あ
れ
ば
、
至

一

ろ
う
か
。

議
員
と
し
て
小
構
の
細
井
氏
と
私
が
総
会
に
出
席
す
る
こ
と
に

…

っ
て
和
や
い
だ
雰
囲
気
が
漂
よ
う
。

書
が
道
会
の
誇
り
、
苦
節
三
年
、
一
日
、
一
日
と
会
長
を
中

な
っ
た
。
一
行
四
名
は
同
月
四
日
出
発
し
、
波
も
静
か
な
津
軽

…

定
時
よ
り
や
や
遅
れ
て
秋
田
佐
々
木
会
長
の
司
会
で
第
三
面

…
心
と
し
全
会
員
の
団
結
を
以
っ
て
事
業
を
積
み
重
ね
、
希
望
に

日
.
海
峡
を
渡
り
、
急
行
み
ち
の
く
号
の
客
と
な
っ
て
一
路
南
下
す

…
定
期
総
会
は
開
会
さ
れ
た
。
議
長
選
出
は
司
会
者

一
任
に
決

…
邁
進
す
る
蒔
き
姿
と
、
そ
の
業
績
は
他
府
県
に
誇
り
得
る
も
の

刷

る
。
右
に
南
部
富
士
、
左
に
松
島
海
岸
等
部
分
、
部
分
の
景
勝

…
し
、
福
島
、
伊
藤
会
長
が
就
任
し
た
。
橋
本
会
長
挨
拶
、
県
知

…
が
あ
っ
た
。

午
後
五
時
閉
会
と
な
り
、
緊
張
し
た
顔
を
窓
外
に
運
べ
は
、

端
離
期珍淋燻陀鰹を娯桝蹄竪国旗郊酔想邨血綴は被鰭
…概斌理惣期瓣鮒鯵勝歓赫の鰡妙楸竈“““が1““‘
-
霧
雨
に
満
れ
た
青
葉
も
雫
の
立曰を
聞
い
て
い
た
o

%
懷
に
抱
か
れ
た
磐
梯
熱
海
温
泉
に
到
着
す
る
。
入
浴
し
旅
の
汗

…

議
事
は
型
の
如
く

ー

を
流
し
、
各
地
よ
り
参
加
し
た
各
会
員
と
交
歓
す
る
。
地
方
の

-

昭
和
三
十
七
‐

昭
和
三
十
七
年
度
会
務
報
告
承
認
の
件

講
学

9 6 3 年 8月10日

日
行
連
合
会
定
時
総
会
に
臨
ん
で

北
海
道
行
政
書
士
会
小
樽
支
部
長

細

井

伊

三

郎

北 海 道 行 政 書 士 会 報

日
本
行
政
書
士
会
連
合
会
の
第
三
回
定
時
総
会
が
七
月
六
日

と
七
日
に
福
島
県
岩
代
熱
海
温
泉
で
開
催
さ
れ
、
北
海
道
か
ら

は
、
渡
辺
会
長
、
藤
山
副
会
長
に
森
口
札
幌
支
部
長
と
私
の
四

人
が
出
席
し
た
･

盛
大
で
あ
っ
た
此
の
総
会
の
雰
囲
気
気
に
接
し
て
来
た
の

で
、
復
命
の
つ
も
り
で
左
記
に
共
の
状
況
を
記
述
し
一
般
の
参

考
に
資
す
る
こ
と
と
し
た
。

閻
よ
り
金
口
か
ら
参
集
し
た
大
勢
の
会
合
で
、
私
に
在
っ
て

は
未
知
の
人
ば
か
り
、
次
ぎ
次
ぎ
と
重
要
な
る
意
見
の
発
表
が

あ
っ
た
が
、
人
名
の
記
録
が
取
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
殊
に
数
的

発
表
の
聞
き
も
ら
し
等
あ
っ
て
、
拙
文
に
て
其
の
意
を
尽
せ
な

い
が
然
る
べ
く
御
判
読
を
お
願
い
し
た
い
。

日
本
行
政
書
士
会
連
合
会
の
存
立
は
法
(行
政
書
士
法
)
の

定
む
る
処
で
あ
っ
て
･
諸
氏
も
御
承
知
の
通
り
、
真
の
傘
下
に

八
支
部

(関
東
、
中
部
、
近
畿
、
中
国
、
九
州
、
四
国
、
東
北

北
海
道
)
あ
り
、-各
支
部
内
の
府
県
に
は
夫
々
の
単
一
行
政
書

士
会
が
あ
り
、
更
に
真
の
都
道
府
県
下
の
主
要
地
に
は
都
道
府

県
行
政
書
士
会
の
支
部
が
あ
る
の
で
あ
る
。

(北
海
道
は
連
合

会
か
ら
見
た
場
合
は
北
海
道
支
部
で
あ
‐り
又
北
海
道
行
政
書
士

会
で
あ
る
)

北
は
北
海
道
か
ら
南
は
九
州
鹿
児
島
ま
で
の
行
政
書
士
会
幹

部
が
一
堂
に
会
し
て
案
件
を
議
し
、
会
の
運
営
、
業
務
の
進
展

に
意
見
の
発
表
を
行
う
の
で
あ
る
か
ら
、
な
か
な
か
の
大
事

業
、
開
催
地
福
島
県
を
初
め
、
主
催
者
側
の
心
労
は
大
変
で
‘あ

っ
た
ろ
う
と
先
づ
感
謝
と
敬
意
を
表
し
た
。

書
々
北
海
道
組
は
前
日
の
夕
方
、
岩
代
熱
海
温
泉
に
着
い
た

が
、
宿
割
が
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
其
の
夜
は
拾
い
宿
を
し

て
一
夜
を
過
し
、
翌
六
日
定
刻
九
時
に
会
場
へ
着
い
た
。

此
処
で
一
言
、
岩
代
熱
海
温
泉
と
い
う
所
を
紹
介
し
て
お
く

が
、
東
北
本
線
、
郡
山
駅
よ
り
磐
越
西
線
に
て
駅
数
三
つ
目
、

約
二
〇
分
、
背
後
に
直
立
し
た
山
(安
達
太
良
連
峰
)
が
あ
り
、

新
緑
に
包
ま
れ
て
市
街
を
圧
し
て
居
る
感
じ
、
山
裾
を
流
れ
る

五
百
川
の
清
流
も
湯
煙
に
覆
わ
れ
て
緩
か
に
。
夜
と
も
な
れ
ば

其
の
せ
せ
ら
ぎ
が
河
鹿
の
声
に
和
し
て
温
泉
情
景
最
上
。

こ
の
地
一
帯
は
福
島
県
が
誇
る
自
然
公
園

(磐
梯
朝
日
国
立

公
園
)
で
あ
っ
て
、
磐
梯
高
原
、
吾
妻
ス
カ
イ
ラ
イ
ン
、
安
達

太
良
連
峰
を
中
心
と
し
て
出
来
た
二
十
有
余
の
温
泉
が
あ
り
、

熱
海
温
泉
は
観
光
コ
ー
ス
の
入
口
と
し
て
、
又
駅
よ
り
近
い
所

と
し
て
、
近
郷
郡
山
、
福
島
方
面
は
勿
論
、
東
京
都
民
の
行
楽

及
び
此
の
地
方
旅
行
者
の
多
く
を
常
に
寄
せ
て
い
る
と
言
う
。

会
場
は
温
泉
旅
館
金
蘭
荘
の
大
広
間
、
二
百
人
を
収
容
す
る

と
言
う
舞
台
付
宴
会
場
造
り
、
正
面
天
井
幅
一
杯
に
は
墨
根
も

鮮
や
か
に
｢定
時
総
会
々
場
｣
の
明
示
紙
が
掛
け
ら
れ
て
あ

り
、
舞
台
上
が
議
長
席
向
っ
て
左
が
来
賓
席
、
右
が
理
事
者
席

一
般
出
席
者
は
前
方

〔座
り
テ
ー
ブ
ル
二
人
≦
騨
…の
頑
四
脚
)

四
筋
に
配
列
。

入
口
玄
関
に
は
、
早
朝
よ
り
橋
本
会
長
他
副
会
長
理
事
の
方

々
が
出
席
者
に
応
待
、
吾
々
も
案
内
さ
れ
て
会
場
中
程
に
席
を

取
っ
た
。

石
井
副
会
長
か
ら
開
会
を
宣
せ
ら
れ
た
の
が
午
前
十
時
過

ぎ
、
三
十
六
都
道
府
県
行
政
書
士
会
の
内
、
出
席
し
た
の
は
現

在
の
処
三
十
会
、
六
十
五
名
?
と
発
表
、
式
願
に
従
っ
て
議
長

選
出
、
開
催
地
で
あ
る
伊
藤
福
島
県
会
長
が
拍
手
の
下
に
選
ば

れ
、
来
賓
祝
辞
、
一
、
福
島
県
知
事
(総
務
部
長
が
代
理
)
二

日
本
司
法
書
士
会
連
合
会
会
長
代
理
と
し
、
岡
山
県
会
長
山
下

細
一議
事
録
署
名
員
に
北
海
道
及
び
鹿
児
島
県
会
長
が
被
指
命

及
び
記
録
員
に
本
部
理
事
二
名
が
指
命
さ
れ
て
議
事
に
入
っ
た

が
、
勢
頭
近
畿
支
部
か
ら
緊
急
動
議
が
出
さ
れ
、
一
瞬
緊
張
し

た
空
気
が
流
れ
た
。
内
容
は
連
合
会
会
長
不
信
任
と
言
う
の
で

あ
っ
て
、
議
事
最
後
に
賛
否
無
記
名
投
票
に
依
っ
て
否
決
さ
れ

た
が
、
要
は
こ
れ
を
主
張
す
る
者
も
否
と
す
る
者
も
会
の
発
展

を
祈
念
す
る
た
め
の
強
い
意
志
の
表
わ
れ
で
あ
り
、
全
会
員
が

如
何
に
法
改
正
問
題
、
職
域
擁
護
問
題
に
つ
い
て
真
剣
に
な
っ

て
居
る
か
が
推
察
さ
れ
た
。

)

議
事
内
容
は

一
、
会
務
報
告

昭
和
三
十
七
年
度
中
連
合
会
で
行
っ
た
行
事

の
報
告
で
あ
っ
て
、
円
満
な
る
会
の
運
営
の
た
め
に
、
役
員

は
東
奔
西
走
活
動
ぜ
ら
れ
た
事
が
わ
か
り
、
法
改
正
問
題
に

つ
い
て
は
、
特
別
に
委
員
会
を
設
け
東
京
会
長
の
情
丸
氏
が

委
員
長
と
な
っ
て
屡
々
会
合
を
開
き
、
関
係
方
面
と
接
渉
或

は
陳
情
し
、
今
次
国
会
へ
提
案
の
運
び
と
な
っ
た
由
。

一
、
決
算
報
告
承
認
の
件

昭
和
三
十
七
年
度
決
算
の
承
認
案

で
あ
っ
て
、
埼
玉
県
会
長
が
監
査
員
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
同

氏
の
監
査
報
告
が
あ
り
、
二
、
三
質
疑
応
答
が
あ
っ
た
後
承

認
と
な
る
。

1
、
歳

入

百
五
十
万
三
千
四
百
八
十
四
円

2
、
歳

出

百
十
五
万
千
百
六
十
九
円
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一
、
大
勢
衆
参
両
院
議
員
か
ら
の
祝
電
披
露
に
は
深
い
感
銘
を

…

さ
て
そ
の
夜
は
会
場
内
で
、
一同
が
会
食
、
昼
間
の
激
論
者

受
け
た
こ
と
。

…
も
ひ
と
風
呂
浴
び
て
の
浴
衣
姿
で
打
ち
解
け
な
ご
や
か
に
刻
を

一
、
連
合
会
は
、
全
国
的
に
組
織
を
持
つ
大
き
な
団
体
で
あ
る

一
過
し
、
全
員
が
金
蘭
荘
に
投
宿
し
た
。

か
ら
、
統
制
あ
る
仕
事
を
す
る
に
は
一
に
も
二
に
も
連
絡
協

-
翌
七
日
は
、
午
前
九
時
か
ら
視
察
旅
行
に
出
た
が
観
光
バ
ス

調
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。

一
に
て
福
島
自
慢
の
｢磐
梯
朝
日
国
立
公
園
｣
｢
ス
カ
イ
ラ
イ
ン
｣

て

そ
れ
に
つ
い
て
も
、
予
算
が
余
り
に
僅
少
で
は
な
い
か
、

…
等
を
視
察
に
出
た
の
で
あ
る
。
民
謡

｢会
津
磐
梯
山
｣
詩
啼

専
任
の
職
員
を
置
く
と
か
、
会
務
の
た
め
自
己
の
職
務
を
差

…

｢白
虎
隊
｣
等
々
、
バ
ス
ガ
イ
ド
か
ら
は
間
断
な
く
説
明
と
美

し
置
い
て
東
奔
西
走
活
躍
せ
ら
れ
る
連
合
会
役
員
に
報
酬
の

…
声
が
流
れ
、
一
同
は
悦
惚
と
し
て
こ
れ
を
聞
き
乍
ら
、
此
の
地

途
が
講
ぜ
ら
れ
な
い
も
の
か
。

…
の
雄
大
な
風
光
に
接
し
、
午
後
三
時
半
項
、
福
島
駅
に
着
い
て

一
、
官
公
庁
傍
系
団
体
に
於
い
て
無
資
格
者
が
、
行
政
書
士
業

…
解
散
と
な
っ
た
。

務
を
行
っ
て
居
る
事
実
は
、
各
所
で
見
受
け
ら
れ
、
今
次
総

…

そ
れ
に
就
い
て
も
、
福
島
県
は
観
光
施
設
に
、
非
常
な
力
が

会
に
岩
手
県
及
び
、
佐
賀
県
か
ら
の
提
案
も
、
そ
の
証
左
と

…
注
が
れ
て
居
る
こ
と
と
、
誓
っ
て
は
、
想
像
だ
に
し
な
か
っ
た

言
え
よ
う
。
職
域
擁
護
は
、
五房
、々の
重
大
問
題
で
あ
る
に
鑽

…
で
あ
ろ
う
処
の
峻
厳
な
山
々
に
ま
で
自
動
車
旅
行
を
な
さ
し
め

み
、
全
国
の
会
員
は
等
し
く
、
本
部
の
実
効
あ
る
活
動
に
期

-
て
い
る
こ
と
に
只
々
驚
嘆
し
た
次
第
で
あ
る
。

待
し
て
居
る
。

一
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部

別

会

支 部 名 入 会 退 会 計

幌
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欖
知
川
萠
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走
蘭
高
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路
室
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小
空
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宗
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室
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員

数

冤
年
7
月
末
現
在

一
良

書
紹
介

一

交
通
小
六
法

定
価
六
五
〇
円
〔〒
七
○
)

警
察
庁
交
通
局
編

東
京
都
世
田
谷
区
代
田
二
丁
目

大
成
出
版
社
発
行

一
事
務
局
よ
り

一

◇
入
会
届
、
会
費
の
延
納
減
免
申
請
等
の
提
出
は
規
定
ど
お
り

所
属
支
部
長
を
経
由
し
て
下
さ
い
。

◇
会
員
名
簿
の
各
欄
に
異
動
が
あ
り
ま
し
た
ら
至
急
ご
連
絡
下

さ
い
。

◇
法
律
で
定
め
ら
れ
た
表
札
を
掲
げ
ま
し
ょ
う
。
本
部
で
は
実

費
三
〇
〇
円
で
取
扱
っ
て
居
り
ま
す
。

3
、
差
引
残

三
十
五
万
二
千
三
百
十
五
円

次
年
度
へ
繰
越

鰐

て

昭
和
三
十
八
年
度
事
業
計
画
案

第

1
、
法
改
正

2
、
業
務
侵
害
鯛翌
鍬
(有
資
格
者
の
強
制
入
会
勧
誘
)

3
、
各
会
指
導

篤
本
案
に
対
し
再
度
法
改
正
問
題
で
議
論
沸
騰
し
た
が
可
決
々

定
。

一
、
昭
和
三
十
八
年
度
収
支
予
算
案

ー
、
歳

入

二
百
三
十
万
六
千
六
百
七
十
円

2
、
歳

出

二
百
三
十
万
六
千
六
百
七
十
円

報

本
案
に
対
し
、
条
件
付
承
認
(流
用
は
理
事
会
又
は
支
部
長

会
の
承
認
の
事
)

会

一
･
そ
の
他

士

t
、
岩
手
県
会
提
案
事
項
、
官
公
署
の
行
き
過
ぎ
た
窓
口
サ

室
曰

ー
ピ
ス
の
抑
制
方
と
行
政
書
士
業
務
指
針
の
発
行
方
を
要

政

望
こ
れ
に
対
し
検
討
の
上
努
力
す
る
旨
回
答
。

一行
“

2
、
佐
賀
県
会
提
案
事
項
、
会
費
の
減
額
と
職
域
擁
護
に
っ

遣

い
て
、
本
案
に
対
し
て
検
討
又
は
関
係
方
面
へ
協
議
す
る

旨
回
答
。

海

3
、
次
回
の
総
会
開
催
地
決
定
の
件
、
法
改
正
問
題
も
あ
る

"北

故
を
も
っ
て
、
関
東
支
部
に
決
定
。

最
後
に
緊
急
動
議
で
あ
る
会
長
不
信
任
の
件
に
つ
い
て
穏
や

か
に
取
り
下
げ
て
は
、
と
の
意
見
も
あ
っ
た
が
提
案
者
側
か
ら

二
、
三
度

｢取
り
下
げ
は
致
し
ま
せ
ん
｣
の
声
あ
り
、
賛
否
無

記
名
投
票
に
入
り
、
賛
成
十
四
酉弯
反
対
四
十
七
票
の
差
を
以

日

っ
て
否
決
さ
れ
た
。

m

以
上
は
会
議
の
状
況
で
あ
る
が
、
本
総
会
に
出
席
し
て
、
私

月8

の
深
く
感
じ
た
こ
と
は

眸
て

今
ま
で
老
人
の
職
域
だ
と
か
･
斜
陽
業
務
だ
と
か
二男

れ

6

て
い
た
行
政
書
士
業
務
が
将
に
旧
殻
か
ら
脱
皮
し
つ
つ
あ

り
、
完
成
へ
の
途
は
竣
し
い
が
、
要
は
吾
々
の
努
力
如
何
に
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第
三
国
常
任
理
事
会
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後
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時
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総
ー
記
号

受

付

文

書
(総
務
)
綴

文

書

受

付

簿

発

送

文

書

類

文
ず
書

発

送

簿

尹
復

命

書

類

綴

し
会
員
移
動
通

知

書

綏

退

会

通

知

書

綴

退

会

届

,
補

助

者

使

用

届

綴

を
事

業

所

移

転

届

綴

役
〆

員

名

簿

ン
会

員

名

簿

′
会

員

証

再
交
付
願
綴

‘
会

員

証

交

付

簿

除

会

綴

も
入

会

届

綴

名

称

年
度
別

年
度
別

年
度
別

年
度
別

年
度
別

支
部
別
冊
数

五

年

五

年

五

年

五

年

十

年

十

年

十

年

十

年

十
年

五

年

永

久

五

年

五

年

永

久

永

久

永

久

保
存
年
数

“
引
“
30
,

"
“
′

〃
28
-

"
"
"
""
経
笏
"
24
1

"
“
企
夏
J

"
21
“
20
総
並
経
選
企
舒
記
号

,行
政
書
士
登

録

名
簿

仕

訳

帳

現

金

出

納

簿

′会

費

徴

集

簿

監

査

書

類

綏

会

費

催

告

書

綴

会
費
雛

申
請
書
綴

リ
参

考

資

料

紙

職
域
擁
護
関
係
書
類
緩

議

案

並

議

事

録

級

役

員

報

告

書

綴

単

一
会

関
係
文
書
綏

連

合

会

関
係
文
書
綴

受

付

文

書
(経
理
)
綴

受

付

文

書
(企
画
)
級

名

称

年
度
別

年
度
別

年
度
別 一 一

一 一 一
年
度
別
-
年
度
別

年
度
別

年
度
別

年
度
別
冊
数

永

久

十

年

十

年

十

年

十

年

十

年

十

年

十

年

永

久

永

久

五

年

五

年

五

年

五

年

五

年

保
存
年
数

- 5 -

と

き

六
月
二
十
三
日

笙

と
こ
ろ

会
事
務
所

出
席
者

渡
辺
会
長

外
七
名

北 海 道 行 政 書 士 会 報(第lo号)

一
、
日
行
達
第
三
国
定
時
総
会
出
席
者
の
選
出
に
つ
い
て

日
行
速
総
会
は
会
則
変
更
に
よ
り
本
年
よ
り
代
議
員
制
に

よ
る
総
会
と
な
り
、
会
員
数
一
〇
〇
名
に
対
し
、
一
名
の
割

に
ょ
る
代
議
員
数
と
な
っ
て
お
り
本
会
か
ら
五
名
の
代
議
員

を
必
要
と
し
、
当
然
総
会
に
お
い
て
選
出
す
べ
き
で
あ
る
が

今
年
は
本
会
の
総
会
時
に
こ
の
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で

常
任
理
事
会
で
選
出
す
る
こ
と
と
し
た
。

機
略
理
事
、
成
沢
理
事
、
森
平
理
事
、
森
口
札
幌
支
部
長

細
井
小
樽
支
部
長
の
五
名
を
代
議
員
と
し
て
選
出
。

他
に
日
行
達
総
会
構
成
員
で
あ
る
渡
辺
会
長
と
、
日
行
達
常

任
理
事
で
あ
る
藤
山
副
会
長
が
出
席
者
と
決
定
し
た
。

二
、
非
行
政
書
士
に
つ
い
て

第
二
回
常
任
理
事
会
で
審
議
の
結
果
非
行
政
書
士
行
為
の

具
体
的
事
例
に
つ
い
て
投
稿
者
に
照
会
中
の
と
こ
ろ
詳
細
回

答
を
得
た
の
で
こ
れ
に
基
づ
き
検
討
し
た
上
左
の
通
り
決
定

し
た
。

1
、
行
政
指
導
の
立
場
に
あ
る
道
の
意
見
を
聞
き

2
、
諒
解
を
得
た
上
で
法
第
十
九
条
違
反
と
し
て
告
発
す
る

3
、
右
事
例
に
よ
り
全
道
市
町
村
、
農
業
委
員
会
宛
会
長
名

で
警
告
要
望
書
を
発
送
す
る
。

三
、
会
備
付
簿
冊
の
保
存
年
数
に
つ
い
て

原
案
ど
お
り
決
定
し
た
。

四
、
会
費
滞
納
者
に
つ
い
て

ー
、
二
〇
ヶ
月
以
上
滞
納
会
員
六
名

帳

簿

目

録

案

年

か
ら
会
則
を
遵
守
す
る
様
御
協
力
を
願
い
ま
す
。

と
、き
(之
、

◎
会
則
第
五
八
条
一

は
、
、
会
し
た

等
を
要
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
諸
般
の
状
勢
か
ら
理
事
会
が

暫
定
措
置
を
用
い
て
会
員
の
発
展
を
期
待
し
て
い
る
の
で
す
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支
部

だ
よ
り

今

札
幌

支

部

農
地
法
に
関
す
る
研
修
会

と

き

昭
和
三
十
八
年
七
月
二
十
七
日

と
こ
ろ

札
幌
市
北
三
西
七
道
立
社
会
福
祉
館

北 海 道 行 政 書

出
席
者
四
十
二
名

山
田
副
支
部
長
司
会
に
よ
り
森
口
支
部

長
挨
拶
し
引
続
き
、
石
狩
支
庁
佐
藤
主
事
よ
り

一
、
農
地
関
係
法
令
に
つ
い
て

報

1
･
農
地
の
定
義

令
【

2
、
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
の
権
利
移
動
の
許
可
単
な
る
転

土

川
(権
利
移
動
の
伴
わ
ぬ
も
の
)
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　　年　　′○.11

/
′

世
に
つ
い
て
打
診
し
官
公
庁
の
サ
ー
ビ
ス
行
過
ぎ

に
つ
い
て
の
取
締
り
を
要
望

4
日

連
合
会
総
会
出
席
者
会
長
以
下
四
名
出
発

9
日

藤
山
副
会
長
、
細
井
支
部
長
帰
宅

10
日

森
口
支
部
長
帰
札

"

第
三
回
定
時
総
会
議
事
録
を
全
会
員
に
会
報
第
八

号
を
各
会
員
各
単
一会
、
関
係
各
官
公
署
宛
発
送

13
日

渡
辺
会
長
帰
札

16
日

会
費
一
二
ヶ
月
以
上
の
滞
納
者
二
六
名
宛
内
容
証

明
催
告
書
発
送

19
日

大
橋
与
三
(佐
呂
間
町
)
前
寺
忠
三
郎
(足
寄
町
)

.
の
両
氏
へ
入
会
手
続
に
つ
い
て
返
書

“
日

橋
本
会
長
と
共
に
自
治
庁
へ
参
上
し
、
法
改
正
は

順
調
に
進
ん
で
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
旨
佐
野
中

部
支
部
長
よ
り
の
報
告
書
受
理

26
日

支
部
研
修
会
助
成
金
に
つ
い
て
井
上
経
理
部
長
来

訪
し
会
長
と
合
議
成
る

"

未
入
会
登
録
者
名
簿
調
成

29
日

会
員
の
権
益
保
持
に
つ
い
て
森
町
小
浜
氏
よ
り
の

要
望
書
受
理

視
日

会
員
異
動
通
知

(入
会
1
、
退
会
2
)

帯

広

宗

谷

旭

川
"

空

知

支
部
名

野

村

左
一郎

渡

辺

嘉

蕨

森

川

義

一

成

田

良

種

斎

藤

勝

蔵

氏

名

中

･コ
ニ
ノ
=
亡て
｣
卓
三
ハ
ニ

宗
谷
郡
猿
払
村
字
鬼
志
別

旭
川
市
春
光
町
六
区
二
六
二
番
地

美
唄
市
我
路
町
一条
通
り

三
笠
市
唐
松
三
〇
六
番
地

住

所

ニ
ムハ
年

第

一
号

三
一
一
年

第
四
号

二
九
年

第
二
九
号

三
八
年

第
三
号

二
六
年

第
一
八
号

登
録
番
号

三
0
六
六
九

ご
0
八

五
0
四

-
六
八

会
員
番
号

“
･̂
)
-̂
×)

"
,7
･引

"
･7
･
12

"
.6
.“

第
･6
･7

退
会
月

病
気
の
た

め 病
気
病
気

岩
内
町
へ

転
住
の
た

め 死
亡 備

考

人
退

会
者
V

3
、
農
地
賃
貸
借
等
に
つ
い
て

4
、
同
使
用
貸
借
等
に
つ
い
て

ぅ
、
国
有
農
地
の
貸
付

イ
、
農
耕
を
目
的
と
す
る
も
の

ロ
、
転
用
を
目
的
と
す
る
も
の

以
上
に
関
連
の
も
つ
石
狩
支
庁
管
内
に
お
け
る
農
地
の
現
況

判
定
基
準
等
に
つ
い
て
の
実
体

札
幌
農
業
委
員
会
笹
原
主
事
よ
り

一
、
札
幌
農
業
委
員
会
の
機
構
に
つ
い
て

札
幌
農
業
委
員
会
三
沢
主
事
よ
り

雪
農
地
法
に
基
く
諸
手
続

1
、
農
地
法
第
三
条
同
五
条
同
二
十
条
同
四
十
六
条

同
八
十
条
に
つ
い
て
の
説
明

2
、
右
に
対
す
る
申
請
手
続
全
般

各
講
師
の
方
々
は
豊
富
な
実
務
体
験
と
深
い
学
理
探
求
の
結

果
に
な
る
理
論
と
実
益
を
兼
ね
備
つ
た

法
理
を
言
葉
巧
に
且
つ
平
易
な
解
説
を

な
さ
れ
た
。

其
の
後
質
疑
事
項
に
対
し
解
答
あ
り

受
講
者
に
感
銘
を
与
へ
盛
会
裡
に
閉
会

し
た
。◆

旭

川

支

部

昨
年
の
総
会
は
出
席
者
十
一
名
に
過

ぎ
な
か
っ
た
が
、
本
年
は
実
に
多
く
の

協
力
者
を
得
べ
く
努
力
し
総
会
は
九
月

か
十
月
の
見
込
(六
、
五
中
林
支
部
長

よ
り
)◇

網

走
支

部

早
急
に
総
会
を
開
催
す
べ
く
打
合
せ

し
て
い
る
。
先
づ
正
副
支
部
長
を
選
任

し
て
支
部
運
営
の
健
全
化
を
期
し
て
い

る
。
(六
、
ニ
ー
藤
沢
副
支
部
長
よ
り
)

網

走
" "

旭

川

空

知
"

札

幌

支
部
名

大

崎

正

雄

富

田

修

渡

辺

胸

蕨

大

島

鍋
太
郎

三

浦
･
源
一郎

島

倉

一

土

熊

岡

忠
左
ヱ
門

氏

名

網
走
郡
東
藻
琴
村
一
二
一
番
地

上
川
郡
東
川
町
西
四
号
北
二
番
地

旭
川
市
春
光
町
六
区

旭
川
市
春
光
町
六
区
二
二
八
の
二

滝
川
市
大
町
二
一三
番
地

札
幌
市
南
ー
釜

十
丁
肥

ピ
ル
内

江
別
市
緑
町
東
四
丁
目
一番
地

事

務

所

三
八
年

第
五
号

二
六
年

第
三
夢

三
七
年

第
五
二
号

三
八
年

第
五
号

三
八
年

第
一
〇
号

三
七
年

第
一〇
号

三
八
年

第
七
号

登
録
番
号

五
一--

五
一O

五
0
九

五
0
八

五
一
一

五
一四

五
一-
-

会
員
番
号
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日

誌

6
月
1
目

法
改
正
請
願
運
動
の
現
況
に
つ
い
て
連
合
会
々
長

よ
り
今
国
会
は
重
要
法
案
山
積
の
状
態
で
見
通
し

は
暗
い
旨
の
返
書
受
理

“

3
日

支
部
総
会
経
過
報
告
を
再
度
照
会

“

4
日

各
支
庁
へ
行
政
書
士
登
録
名
簿
の
送
付
方
お
願
い

す
る
。

"

10
日

函
館
支
部
○
村
の
非
行
政
書
士
の
住
所
氏
名
職
名

年
令
等
の
調
査
報
告
書
受
理

法
改
正
請
願
の
現
況
に
つ
い
て
衆
参
議
員
へ

照
会
状
発
送

"

12
日

鵡
川
町
、
歌
登
町
の
会
員
よ
り
官
庁
サ
J
ピ
ス
拡

大
に
対
す
る
善
処
方
要
望
あ
り

“

20
日

西
田
、
横
路
先
生
よ
り
法
改
正
請
願
は
衆
参
地
方

行
政
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
旨
回
答
を
い
た
だ
く

連
合
会
第
三
回
定
時
総
会
の
通
知
受
理

“

“
目

第
三
回
常
任
理
事
会
を
午
後
七
時
よ
り
会
事
務
所

に
於
て
開
催

渡
辺
会
長
以
下
七
名
出
席

ー
、
日
行
連
総
会
出
席
者
選
定
に
つ
い
て

2
、
非
行
政
書
士
の
処
置
に
つ
い
て

3
、
会
補
付
簿
冊
の
保
存
年
数
に
つ
い
て

4
、
そ
の
他

"

24
日

機
路
理
事
、
赤
松
倦
二
氏
宅
を
慰
問
し
量
慰
金
千

円
贈
呈

"

"
日

連
合
会
総
会
出
席
者
並
に
代
議
員
五
氏
の
氏
名
報

告連
合
会
会
費
第
二
期
分
送
金

"

30
日

会
員
異
動
通
知

(入
会
6
、
退
会
3
)

7
月
2
日

渡
辺
会
長
、
藤
山
副
会
長
本
日
道
庁
野
田
地
方
課

長
を
訪
問
し
函
館
支
部
○
村
農
委
職
員
M
氏
の
処

/○
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お 知 り せ 昭和38年行政書士試験の実施

行政書士法 (昭和26年法律第 4号) 第 4条の規定によ
り、昭和38年行政書士試験を次のとおり施行する。
昭和38年 8月 8 日

北海道知事 町 村 金 五
l. 試験実施期日
昭和38年10月30日

2. 試験の場所

札幌試験場 札幌市北 2条西 7丁目 道立自治講習所
函館試験場 函館市五稜郭町29番地 渡 島 支 庁
旭川試験場 旭川市 6条通10丁目 上 川 支 庁
釧路試験場 釧路市満見町 2 丁目 釧 路 支 庁
3. 受験瀕書の受付期間
昭和38年 9月 1日から、 昭和38年 9月30日まで
なお、 郵送の場合は、当日の消印のあるものに限り受
け付ける。
4, 受験頭書及び受験資格認定申請書の提出先
くり 受験願書は、 札幌市北3条西 6丁目北海道総務部地
方課に提出すること。
(2) 受験資格認定を必要とする者は、 認定申請書をもよ
りの支庁総務課に提出すること。

う. 受験資格

(1) 次の各号の 1に該当する者
ァ 学校教育法 (昭和22年法律第26号) による高等学
校を卒業した者その他同法第ぅ6条第 1項に規定する
者 、

イ 国又は地方公共団体の公務員として、行政事務を
担当した期間が通算して3 年以上になる者
(2) 次の各号の 1に該当する者で、あらかじめ、 知事か
ら受験資格の認定を受けた者
ァ 行政書士の補助者として、その職に通算して3年
以上従事した者

イ 公団、 各種協同組合等の職員として、行政事務に
準ずる職に通算して 3年以上従事した者
ゥ 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有
すると認められた者

6. 試験科目

(1) 筆記試験
憲法、 法学通論、戸籍法、 行政書士関係法令、一般
常識、作文
(2) 口頭試問

7, 受験資格認定申請手続及び受験願書提出手続
(1) ｢ぅ受験資格の(2)｣ に該当する者で、知事の認定を
受けようとするものは、別記第 1号様式による受験資
格認定申請書に次の書類を添付Lて、知事に提出する
こと。
7 履 歴 書
イ 学業証明書 (最終学校の弍塁業証明書等)
ゥ ｢う受験資格の(2)｣ に該当する者であることを証

行政書士法第 3条第 3号に該当する者として認可
されたく、 行政書士法施行細則第 1条の規定によ
り、履歴書及び関係書類を添えて、 申請します。

別記第 2号様式

行政書士試験を受けたいので、別紙履歴書、写真
及び受験資格を有する証書を添えて、お願いしま
す。 ℃

明する書類
(2) 受験をしようとする者は、 別記第2号様式による行
政書士試験受験願書に、次の書類及び受験手数料を添
えて知事に提出すること。
ァ 履 歴 書
イ 受験資格を有することを証明する書類 (市町村長
その他官公署の長、学校長等の在職証明書、卒業証
明書、受験資格認定証等)
ウ 写真 (出願前 1年以内に写した上半身手札型のも
の)

なお、 写真は、 上下左右それぞれ 3 センチメートル
の余白をもつ台紙にはり、台紙の下欄余白に住所、氏
名及び撮影年月日を記入すること。
ェ 受験手数料ぅ00円 Gヒ海道収入証紙を願書にちよ
う付すること。)

8 . その他

(1) ,受験資格の認定は、 受験願書提出前に行なわなけれ‐

ばならないので、 すみやかに申請書を提出し認定書の
交付を受けるようにすること。
(2) 受験についての問合せは、 北海道総務部地方課又は
もよりの支庁総務課あてに行なうこと。
(3) 受験願書及び受験轢内は、北海道総務部地方課又は
支庁総務課において交付を受けること。
別記第 1号様式
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行政書士試験受験願書

北 海 道 知 事 澱
年 月 ロ

本 籍

住 所
G計りがを)
氏 名 ◎

年 月 日

受験資格認定申請書

年 月 日
北海道知事 町村金五殿

申請者 本

住

籍
" ｢

(ふりがな)
氏 名 ◎
年 月
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